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インフラ長寿命化計画の策定 
 

政府の「インフラ長寿命化基本計画」（平成２５年１１月インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議）に基づき、

文部科学省の所管施設等の長寿命化に向けた各設置者における取組を推進するため、文部科学省の行動計画が平成２７年３月に

策定され、平成２９年３月に本機構の行動計画を策定したが、令和３年度で計画期間が終了したところであるが、改めて令和６

年１０月に第４期中期目標期間の行動計画を策定する。 

情報・システム研究機構においても、インフラの維持管理・更新を着実に推進し、施設の長寿命化を実現するための中長期的

な取組の方向性を定める行動計画及び、行動計画に基づき個別施設ごとの具体的な対応方針を定める個別施設計画を策定する。 

これまでの施設整備では、新たに造ることが主眼とされていたため、既存建物やライフラインについては、不具合が生じてか

ら改修を行うことが多かったが、今後は建物の改修中心から長寿命化へと整備方針を転換する必要がある。 

そのためにも、研究・教育活動に支障がでるような問題が発生することを回避する予防保全の導入と、保有施設の内容を把握

し、適切な時期に計画的な修繕・改修・更新を行うためのライフサイクル及びメンテナンスサイクルが重要になる。 

これらを実施していくためには、中長期的なコストの縮減や予算の平準化等を実現する必要があり，そのために，点検・診断

の結果に基づき，適時に必要な対策を着実かつ効率的・効果的に実施するとともに，これらを通じて得られた施設の状況や対策

履歴等の情報を記録し，次の点検・診断等に活用するという「メンテナンスサイクル」を構築し，取組を着実に推進していく必

要がある。 

一ツ橋団地 谷田団地 立川団地 
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行動計画 
 

【対象資産】 

インフラ長寿命化計画の対象施設は、建物、附帯する設備、基幹設備（ライフライン）、道路、工作物とし、本機構の主

要団地となる一ツ橋団地、谷田１団地、立川団地に所有する施設とする。 

柏Ⅱ団地、軽井沢団地及び文教団地については、主要団地の計画が策定された後に検討することとし、南極施設（昭和基

地、みずほ基地）及び借用地（神谷町、柏の葉等）については対象外とする。（西千葉団地は、令和３年度に柏Ⅱ団地に移

転し、跡地は東京大学に売却した。また、谷田２団地については、令和２年度に木造宿舎解体し、令和３年度に土地売却し

ており、両団地とも対象外とする。） 

 
 

対象団地 一ツ橋（平成１１年設置）、谷田（昭和２４年設置）、立川（平成１９年設置） 

対象施設 

建  物 構造、防水、外装、内装、建具 

附属設備 照明器具、配電設備、通信設備、給排水衛生、空調・換気設備、昇降機設備 

基幹設備 受変電設備、発電設備、電力線、情報・通信線、受水槽・給排水管、ガス管、冷凍機、ボイラ 

工 作 物 道路、駐車場、その他 

 

【計画期間】 

２０２４年度～２０２７年度（令和６年度～令和９年度）の４年間とし、必要に応じて内容の見直しを図るものとする。

（中期目標期間に合わせる） 
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対象施設の現状と課題 
 

【建物及び附属設備】 

建物の長寿命化計画では、築５０年で大規模改修（築２

５年と築７５年に中規模改修）を実施することで、経年に

よる機能・性能の劣化を防ぎ、安全・安心で快適な教育研

究環境を維持し、躯体の耐用年数の１００年まで使用可能

としている。建物の維持管理では、建築基準法や消防法に

基づく定期点検を実施することで、劣化状況等の把握が可

能となり、メンテナンス計画作成の要因となる。 

また、附属設備についても、予防保全を推進することで、

経年劣化を防ぎ維持管理費等のコストの縮減を図ることが

可能となる。 

主要３団地で本機構が所有する延べ床面積は９６，３７

９㎡で、棟数は６３棟となっている。 

立川団地は経年１５年以下で、一ツ橋団地は経年２３年

であるため、老朽化対策が必要となる経年２５年以上の建

物は、谷田団地に集中している。 

機構全体では、経年２５年以上の建物は４４，９７９㎡

（全体の４６．７％）となっており、１０年後には、機構

全体の老朽施設は５５，２１７㎡（全体の５７．３％）程

度まで増加する見通しである。 

設備更新や改修整備は、一ツ橋団地の学術総合センター

（１８，１４５㎡）や、立川団地の総合研究棟（３８，８

３２㎡）の設備更新や改修整備は、大規模な事業とな       

るため、整備費用の平準化や官民連携手法の導入等の戦略的な整

備等についての検討と、他機関との共有建物では、充分な協議も

必要となるので事前調整が重要である。 

建物の附属設備については、部分的な更新等に着手している

が、建築物の老朽状況と同様であり、古い設備機器ほどエネル

ギーの消費量が多く、故障も頻発する傾向で経済的・効率的に

不利であり、特に空調設備については、運転状況により酷使さ

れる場合があり、耐用年数を経過する前に更新時期を迎える機

器も見受けられる。 

     

 

6,161㎡

29,954㎡

11,713㎡

3,572㎡

37,576㎡

1,799㎡

557㎡

5,047㎡

7,403㎡

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

10年未満

10年以上

15年未満

15年以上

20年未満

20年以上

25年未満

25年以上

経年別保有面積

10年未満 10年以上… 15年以上… 20年以上… 25年以上

付属設備更新時期の目

大規模改修時期の目安 

改修済み 
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【基幹設備】 

配管配線、設備の法定耐用年数は、主に１５年となって

いるが、適切なメンテナンスサイクルによる予防保全を

計画することで、長寿命化を踏まえた整備が可能とな

り、施設や設備の機能低下を防ぎ、ライフサイクルコス

トの縮減に繋げることが出来る。 

 

 ライフライン 

ライフライン（電力線、情報・通信線、給排水管、ガス

管）は、年次計画に基づき老朽化が著しい設備から更新

を進めているが、施設整備費補助金のみでは限界がある

ため、施設費交付金や自己資金等を活用しながら、機能

向上に向けて整備を進めて行くことになる。 

立川団地（極地研・統数研）は、最も古いものでも築

後１５年の経過であるが、一ツ橋団地（情報研）では、

既に築後２３年経過しており、谷田団地（遺伝研）で

は、全建物５４棟中、２５年経過の老朽化建物が４０棟

もあるため、設備の更新も喫緊の課題となっている。 

ライフライン全般では、屋外電力線や情報・通信線（電

話・防災・ＬＡＮ）は、更新計画に基づき整備が進んでい

るが、耐用年数を超過しているものも一部に残っているの 

で、順次更新を進めて行く計画である。 

給水管については、令和２年度に遺伝研の更新が実施さ

れたことで老朽化が大幅に解消されたが、一部にまだ未改

修部分が残っている状況である。 

排水管やガス管については、設置後１５年以上が経過し

ている配管が多くを占めるが、安心・安全なライフライン

の確保を図るためにも概算要求等を活用し整備を進めて行

く計画が必要となってくる。 

特に遺伝研では、建築年が古い建物が多いため、床下ピ

ットや共同溝が少なく、目視点検が不可能な埋設配管が多

く存在するため、腐食状況等が把握できない状況となって

いることも、整備が進まない要因となっている。 

ライフラインについては、研究・教育活動ばかりでなく

日常生活においても不可欠で重要な役割を担う設備である

ため、最優先課題として取り組んで行かなくてはならない

問題である。 
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 主要設備 

主要設備（受電設備、自家発電設備、受水槽設備、冷凍

機設備）については、多くの設備が法定耐用年数の１５年

を超過している状況であるが、ライフラインと同様に更新

計画に基づき整備が進められている。 

立川団地は、極地研と統数研が同一棟に入っているの

で、主要設備も共用となっている部分が多い。 

一ツ橋団地（情報研）は、他機関（一橋大学、大学評

価・学位授与機構）との共用設備となっているが、令和２

年度より本機構により自家発電設備の更新をしている。 

谷田団地（遺伝研）では、前述のように施設全体の老朽

化が進んでいるが、平成２６年度に自家発電設備の更新及

び増強を実施し、平成２８年度には受変電設備や屋外電力

線の更新を実施、更に令和元年度には屋外給水設備の更新

も実施しているため、徐々に老朽化は解消されつつある。 

また、受水槽設備や冷凍機設備は、老朽化した設備が多

いが、これは改修に多額の費用が掛かるのと断水や冷房の

停止等の制約が支障となり、改修が進まない要因となって

いる。 

 

 

 

 

 

 

4.1%

2.7%

58.9%

78.5%

34.2%

75.9%

53.0%

12.4%

19.5%

4.4%

0.7%

30.0%

3.0%

8.1%

83.4%

77.7%

36.8%

20.7%

35.7%

21.2%

39.0%

屋外ガス管

[ 2 , 1 0 1Ｍ ]

屋外排水管

［ 9 , 1 7 4Ｍ］

屋外給水管

［ 5 , 8 6 0Ｍ］

屋外通信線 (防災 )
［ 5 , 0 2 1Ｍ］

屋外通信線 (ＬＡＮ )
［ 2 , 4 0 7Ｍ］

屋外通信線 (電話 )
［ 1 , 0 7 8Ｍ］

屋外電力線

［ 1 3 , 5 8 9Ｍ］

ライフライン経年別構成比率

10年未満 10年以上… 15年以上

13.5%

10.3%

25.8%

29.9%

6.3%

0.0%

44.6%

20.4%

80.2%

89.7%

29.6%

49.7%

冷凍機設備

［ 4 , 0 5 3 K W］

受水槽設備

［ 4 2 8Ｍ 3］

自家発電設備

［ 5 , 6 6 0 K V A］

受変電設備

［ 1 4 , 4 5 5 K V A］

主要設備経年別構成比率

10年未満 10年以上
15年未満

15年以上
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【維持管理費】 

年間の維持管理費は、機構全体の直前３年間（Ｒ３～Ｒ

５）の平均値が５９５，４２８千円になっており、情報研

が３９％、遺伝研が３３％を占めており、続いて立川団地

が２８％程度となっている。面積当たりの維持管理費は

６，１７６円となる。 

 

 

機構全体では、情報研と遺伝研で７２％を占めているが、修繕費

及び点検保守費が増額傾向にある。 

全国の国立大学法人と比較すると、共同利用機関は修繕費、点検

保守費、清掃費に多額の費用が掛かっているため、適切なメンテ

ナンスサイクルの構築を図る必要がある。 

  

101,500 千円

67,401 千円

232,951 千円

193,577 千円

0 100,000 200,000 300,000

極地研

統数研

情報研

遺伝研

 

修繕費
30%

点検保守費
31%

運転監視費
9%

維持管理費構成比率

修繕費

点検保守費

運転監視費

廃棄物処分費

緑地管理費

校地維持費

清掃費

警備費

電話交換業務

法人全体 

647,254千円 

極地研

17%

統数研

11%

情報研

39%

遺伝研

33%

研究所別 

0 1,000 2,000

修繕費

点検保守費

運転監視費

廃棄物処分費

緑地管理費

校地維持費

清掃費

警備費

電話交換業務

面積あたりの比較 [円/㎡]

情報・システム

［6,714円/㎡］

共同利用機関

［4,049円/㎡］

国立大学

［2,052円/㎡］

※他機関データは文部科学省文教施設企画部参事官付作成 

 「維持管理費等の実態調査結果【速報版】」より抜粋 
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【光熱水費】 

年間の光熱水費は、機構全体の直前３年間（Ｒ３～

Ｒ５）の平均値が６４９，５４２千円になっており、

遺伝研が４３％、情報研は２４％、極地研２１％、統

数研１２％程度となっており、光熱水費の８割は電気

料が占めている。 

 

 

単価の影響も受けるが、無駄なエネルギー消費の削減を推進 

するとともに、省エネ機器の導入や高効率機器への更新を図る

ことで省エネルギーとカーボンニュートラルの実現に向けた展

開を推し進めることが課題となっている。 

 

 

0 4,500 9,000

電気料

ガス料

水道料

燃料費

面積あたりの比較 [円/㎡]

情報・システム

［6,739円/㎡］

共同利用機関

［9,565円/㎡］

国立大学

［2,153円/㎡］

 

135,717 千円

79,610 千円

152,812 千円

281,405 千円

0 100,000 200,000 300,000 400,000

極地研

統数研

情報研

遺伝研

研究所別光熱水費

 

電気料

81%

ガス料

16%

光熱水費構成比率

電気料

ガス料

水道料

燃料費

法人全体 

649,542千円 

極地研

21%

統数研

12%

情報研

24%

遺伝研

43%
研究所別 
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中長期的な維持管理・更新等のコストの見通し        
       

前述の対象施設の現状と課題で記載したとおり、維

持管理で６．０億円（うち修繕費１．８億円）を確保

し確実な維持管理を行っていく必要があり、光熱水費

については、６．５億円程度となっており、１年間の

機構全体の建物運営には約１２．５億円が投入されて

いる。                    

国立大学法人等の面積当たりの実績額と比較すると、

維持管理は２．７倍、光熱水費については３．２倍の額

となっており、建物運営に係る費用は３．１倍以上も高

額となるが、国立大学とは建物面積も大きく違うため、

単純な面積当たりの比較では差が出る結果となってい

る。 

経年別保有面積の構成を考慮すると、修繕費の増加

とともに、更新に係る費用の増加も見込まれる。 

附属設備を含めた大規模改修に係る費用は、現在の

要改修面積（経年２５年以上の面積）のみを対象とし 

た場合の試算では、約１１０億円が必要となる。 

 

 

   
 

 

12.6%
16.7% 17.8% 19.3% 22.2%

46.7%

9.8%

24.3% 23.3% 21.8% 19.1%

3.7%

22.3%

6.9% 6.7% 7.2%

17.6%

12.2%
17.4%

42.1% 44.7% 44.9%

34.7%
31.1%

37.9%

10.0% 7.4% 6.8% 6.4% 6.4%

0%

25%

50%

75%

100%

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

経年別保有面積比率の推移

25年以上 20年以上

25年未満

15年以上

20年未満

10年以上

15年未満

10年未満
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必要施策に係る取組の方向性 
 

【点検・診断】 

法定点検を実施するとともに、各種保守点検業務を

外注し、日常点検に基づく不具合修正等を実施してお

り、経年・改修履歴・日常点検等により改修等の実施

を判断している。 

これらを引き続き適切に実施するとともに，その分

析・反映等の仕組みをより実効性の高いものとすると

ともに、機構の統一的な判断指針として定めることに

より、施設の状況をより的確に把握し、良好なものと

して維持保全していく。 

［法定点検等一覧］ 

【修繕・更新】 

前述の点検により発見された不具合等は、診断により数

値化し、優先順位を定めて効率的に修繕・更新を実施す

る。 

また、不具合、事故、修繕・更新等については履歴とし

て記録を残すことで、ライフサイクルコストの低減や保守

管理費用の平準化及び予防保全の計画策定を図ることが可

能となる。 

修繕や更新に掛かる費用は、概ね運営費交付金による

が、大規模な改修等は施設整備費補助事業や施設費交付事

業等で要求することもあるが、新たな手法としてＰＦＩや

ＰＰＰ等の導入も検討する必要がある。 

  名 称 根 拠法 令 等 

建 築 物 特殊建築物定期報告書 建築基準法第１２条第１項 

設備全般 

建築設備定期報告 建築基準法第１２条第３項 

消防設備点検 消防法第１７条第３項 

電気設備定期点検 電気事業法第４２条 

排水水質分析 下水道法第１２条第１２項 

給水水質分析 
建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律第４条第３項 

クレーン則 クレーン等安全規則第３４条 

全  般 省エネ法定期報告 
エネルギーの使用の合理化等に関する 

法律第７５条 
 

埋
設
配
管
設
備 
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【基準類の整備】 

個別建物の部位毎の劣化度を判定するため、機構統

一の診断基準をできるだけ早い段階で整備する。 

周辺環境等により劣化度に差異が生じることから、

これらの要素を含めて判断できるものとする。 

また、大学共同利用機関で連携し、統一した基準と

することにより、他機関の劣化度、更新状況を本機構

に反映できる仕組みを構築し、情報の共有化を図る。 

 

【予算管理】 

保有する施設・設備については、対象が年々増加

し、常に最適化を維持していく必要がある中で、その

原資となる運営費交付金は年々減少しており、より進

んだコスト削減が求められる状況にある。 

これを踏まえて、点検結果及び耐用年数等により優

先順位をつけるとともに、費用の平準化を図り実施可

能な予算管理を行うとともに、省エネ効果による光熱

費削減分やスペースチャージ制導入による収入を維持

管理費や更新費に充当できるような仕組みや外部資金

の活用やＰＦＩ等の新たな手法も検討する。 

【体制の構築】 

定期的な点検・診断結果を踏まえた計画の策定、日常的

な修繕・改修、改修履歴の記録という、メンテナンスサイ

クルを確実に進めていくには、技術的知見に基づく基準類

等を正確に理解し、的確に実行することが求められる。 

令和４年４月から、本部事務部財務課に施設室を設置

し、本部と在京３研究所を一元的に管理する体制を構築し

た。 

    また、先進的技術の導入等、積極的な取組も視野に 

  入れて検討を進める。     

 
 

 

点検・診断 

履歴の記録 

修繕・改修 

計画の策定 
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フォローアップ計画 
 

点検及び修繕に関して定めた基準等については、対象施設

の劣化状況や今後必要となる対策等の状況に応じて適切に見

直すとともに、各委託業務の仕様策定に合わせ、見直しの必

要性について検討し「必要施策に係る取組の方向性」に沿っ

た取組を充実させ、施設や設備の経年に合わせた手法による

管理の実施を図り、４つの大学共同利用機関で連携し情報共

有することで、保守管理の効率向上や機能強化の促進と安全

安心に向けた教育研究の環境整備計画を推し進める。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

作 成 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 

機構本部 事務局 財務課 施設室 
 

                          
 

 
 

 


